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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、「情報、サービスを通じて自動車産業の発展と豊かな社会作りに貢献する」という基本理念の下、企業経営の適法性の確保及

び企業経営の効率性を確保する体制の構築・運営が経営の最重要課題の一つであると考えております。

　当社グループでは、「良心に基づいた倫理判断をビジネスの基本に据えて企業行動を行う」ため、全役職員を対象にした「マークラインズ行動規

範」を制定し、運用しております。これにより全社員の法令遵守に対する意識を向上させ明確な倫理価値観を持って業務に望む体制を構築してお

ります。また、「いかなる場合においても、反社会的勢力に対して金銭その他の利益供与は行わない」という基本的な考え方に基づき、反社会的

勢力からの暴力的要求行為があった場合でも、毅然とした態度で対応する事としており、そのために「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、運

用しております。

　ステークホルダーとの関係については、相互に繁栄しあう良好な関係の構築・維持に努め、当社グループの企業価値を向上させてまいりたいと

考えております。

　企業規模の成長・拡大に応じ、企業統治に必要な諸機能を一層強化・改善・整備・充実させ、「企業経営の適法性の確保」及び「企業経営の効

率性の確保」を維持しつつ、更なる企業業績の向上を目指してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則４-８】

当社は、これまで取締役会について社内取締役４名、独立社外取締役２名の計６名、全取締役のうち独立社外取締役が３分の１を締める体制で
運営してまいりました。しかしながら、2026年３月24日の定時株主総会において社内取締役５名、独立社外取締役２名の計７名の取締役選任の議
案を上程し、当該議案が承認可決されたため、本総会以降は、取締役会を構成する独立社外取締役の割合が３分の１を下回る状況となってしま
いました。こちらにつきましては、社内の手続き上の不備より生じてしまった事案となりますので、当社としましては、可及的速やかに独立社外取締
役の選定を進め、2026年度中にこのような状況の改善を図る予定であります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

　当社は、資金運用規程において、「政策投資(配当・利息・運用益目的以外の投資)・投機(短期譲渡益)目的の運用は行わない。」旨規定してお
り、政策投資は行っておりません。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社は、当社と取締役その他関連当事者との間で競業取引及び利益相反取引を行う場合には、あらかじめ取締役会での承認を要することとして
おります。

　また、関連当事者間の取引については、会社法及び金融商品取引法その他の適用ある法令、会計基準並びに東京証券取引所が定める規則に
従って、開示するものとしております。

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保】

　当社グループの共有する価値観として、オープン、相互繁栄、諸行無常(すべて変化する)を掲げております。オープンな価値観の一つとして、創
業当時から年齢、性別、学歴、国籍を問わない登用を行っております。2025年12月末現在、管理職の総数は海外子会社含め28名、うち、女性管
理職は11名となっており、女性の割合は、39.3％となっております。その中には海外現地法人責任者の女性2名が含まれております。外国人登用
に関しては、当社はグローバルで事業を展開しておりますので、日本においても総勢29名の外国籍の社員が在籍しており、中国、韓国、英国、ベト
ナム等の多様な国々の出身者で構成されております。海外子会社７拠点で現地採用・登用を進め、現地化に力を入れておりますので、現在外国
籍の管理職者数は９名(女性５名含む)となっております。特に、アメリカ、上海、欧州、インドにおいては現地採用の外国籍の社員が責任者を務め
ております。多様性の確保に向け、働く意思と能力があれば定年後においても労使合意のもと、働き方を相談し合いながら何歳になっても働ける
環境となっております。現在の最高齢の従業員は81歳です。また、学歴にこだわりなく、昇進できる評価制度となっております。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、確定給付型として退職一時金制度を採用し、さらに確定拠出型年金制度を採用しており、両制度を併用しております。

【原則３－１　情報開示の充実】

（1）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社の企業理念等を当社ホームページ等にて開示しております。

　https://www.marklines.com/ja/company/philosophy/

（2）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を、当社ホームページ、コーポレート・ガバ



ナンス報告書にて開示しております。

　https://www.marklines.com/ja/ir/corporate/

（3）取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

　本報告書「Ⅱ １．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載の通りであります。

（4） 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き

　執行役員、経営陣幹部選任及び取締役候補者指名におきましては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監督及び営業
部門や調査部門、管理部門などの会社の各機能をカバーできるバランスを考慮し、適材適所の観点より総合的に検討しております。

　また、監査役候補者指名におきましては、財務・会計・法務に関する知見、当社事業分野に関する知識及び企業経営に関する多様な視点のバ
ランスを確保しながら、監督・監査機能強化の観点より総合的に検討しております。

　執行役員の選任については、取締役会で決定し、経営陣幹部選任については、社長及び取締役並びに人事総務部長で構成される指名・報酬委
員会での審議を経て決定するものとしております。執行役員の解任については、不正又は不当な行為があった場合や適格性に問題があった場合
に、取締役会で解任を決定するものとし、経営陣幹部については、人事考課での評価に基づき昇格検討委員会で降格を決定することとしておりま
す。

　取締役候補者指名の決定手続きについては、取締役会でこれらを決定することとしており、監査役候補者については、監査役会の同意を得た上
で、取締役会で決定することとしております。

（5）取締役会が上記（4）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　取締役・監査役候補の個々の選任・指名理由については、定時株主総会招集ご通知に開示しております。なお、「定時株主総会招集ご通知」に
ついては、当社ホームページに開示しておりますのでご参照ください。

https://www.marklines.com/ja/ir/library/

【補充原則３－１－３　サステナビリティについての取り組み】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、当社ホームページ、有価証券報告書にて開示しております。

https://www.marklines.com/ja/ir/security/

【補充原則４－１－1　取締役会の経営陣に対する委任の範囲】

　取締役会では、会社法・その他法令及び定款に定める事項のほか経営に関する重要事項として取締役会規程に定められた事項の決定を行っ
ております。

　それ以外につきましては、職務権限規程に基づき取締役、経営幹部等に権限委譲しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　取締役会において、当社グループの事業の持続的成長と中長期的な企業価値拡大に寄与していただけるよう、建設的な検討への貢献が出来る
企業経営経験者や学識経験者等の広範な知識と経験を有する人物を、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき選定することとしておりま
す。

【補充原則４－10－１　独立委員会の設置と委員会の独立性に関する考え方等の開示】

　取締役の指名とその報酬に関しては、独立性・客観性、及び説明責任の強化が必要であることから、社外取締役が委員長を務める指名・報酬委
員会を設置し、適切な関与・助言を得ております。指名・報酬委員会は、社外取締役2名と社内取締役1名の3名で構成されており、社外取締役が
過半数を占めることで、独立性・客観性を維持しております。

【補充原則４－11－1　取締役会の全体としての多様性及び規律に対する考え方】

　当社は、適切な意思決定を行うために、当社の経営理念に基づき、当社のさらなる発展に貢献することを期待できる人物であること、管掌部門
の問題を適確に把握し他の役職員と協力して問題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に
判断した上で、取締役会メンバーの多様性を確保しつつ、企業規模に応じた適切な規模を保つこととしております。このような考えのもと、社内取
締役には豊富な経験と実績を有する人物を選任しており、専門性を備えた監査役を含めて、知識、経験及び能力の適正なバランスを確保し、取締
役会の役割及び責務を実効的に果たしております。なお、取締役会の規模につきましては、活発な議論ができる最大限の人数として、その員数を
７名以内とする旨を定款で定めております。

　また、取締役の有するスキル等の組み合わせ表につきましては、定時株主総会の招集通知に記載しております。

　

【補充原則４－11－2　取締役・監査役の兼任状況】

　取締役・監査役の兼職は、当社業務の職責を果たすに必要な時間・労力を確保するため、合理的な範囲に留めております。取締役・監査役の兼
任状況は、株主総会招集ご通知で開示しております。

【補充原則４－11－3　取締役会全体の実効性】

　2025年度に取締役会の実効性の分析・評価をするため取締役会の実効性評価を実施いたしました。その結果、各取締役からの意見を聴取した
自己評価では、取締役会の構成、開催頻度、議案の審議内容などは概ね適切であり、取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。

【補充原則４－14－2　取締役・監査役のトレーニングの方針】

　当社は、取締役がその役割、責任を果たすため必要な知識等の習得にあたり、その機会を設定するとともに、それらにかかる費用については会
社が負担することとしております。

　また、各取締役の職務執行に必要な知識の習得・情報の収集については、弁護士、社労士との会合・コミュニケーション、業界の会合や外部セミ
ナーへの参加を通じて行っております。監査役については、監査役協会主催セミナーや外部専門家による社外セミナーへの参加を通じて知識習
得の機会を設けております。新任の社外取締役・社外監査役については、当社グループの事業内容の説明を行う等により、当社グループへの理
解を深めていただくよう努めております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　株主・投資家の皆様とのコミュニケーションの機会として、株主総会をはじめ、アナリスト・機関投資家向けの説明会を本決算及び第２四半期の
決算発表時などに開催し、企業経営や事業活動について説明しております。

　このほかに、国内外のアナリスト・機関投資家向けには、個別ミーティングや取材の場を適宜設けて対応しております。個人株主からの電話・
メールによる対話については、インサイダー情報に抵触しないよう開示済みの情報を基に合理的な範囲で、出来るだけ多くの個人株主・個人投資
家へ説明回答しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】



　当社は、企業価値の持続的向上を達成するため、毎期増益率20%、及び中期的にROE30%の２つを目標に掲げ活動しております。

現状評価について、株主資本コストは概ね１桁台であると推計しておりますが、2014年の上場以降のROE実績（参考：下記に過去５年間実績を掲
載）はこれを大きく上回る水準で推移しております。

今後も、情報プラットフォーム事業をはじめとした各事業において綿密な連携を図りグループ全体として業績拡大に努めて参ります。

2025年度 23.1%

2024年度 26.0%

2023年度 27.8%

2022年度 28.4%

2021年度 27.2%

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

酒井　誠 1,800,000 14.12

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,410,300 11.06

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 789,000 6.18

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
473,575 3.71

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 350,317 2.74

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
303,400 2.38

早稲田成長企業支援１号投資事業有限責任組合 300,000 2.35

GOLDMAN,SACHS & CO.REG

(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)
296,990 2.32

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
228,600 1.79

LICHFIELD LP

（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
222,800 1.74

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

株主分布状況　（202５年12月31日 現在）

個人その他　36.5%、信託銀行・生命保険　17.9%、金融商品取引業者　6.2%、その他の法人　0.6%、外国人　34.9%

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

親会社、兄弟会社及び上場子会社は有しておりません。その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

志藤 昭彦 他の会社の出身者 ○

宮川 洋 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

志藤 昭彦 ○

当社は、志藤昭彦氏が代表取締役会長を
務める㈱ヨロズに対し「情報プラットフォー
ム」サービスを提供しておりますが、その
取引額は当社グループの連結売上高の0.
1％未満であり、特別の利害関係を生じさ
せる重要性はなく、独立性に影響を及ぼ
すおそれはないものと判断しております。

志藤昭彦氏は、独立系大手自動車部品メー
カーの経営者であり、(一社)日本自動車部品工
業会の会長職も兼務されていたことから、自動
車業界に関する深い知見を有しております。ま
た、左記のとおり一般株主と利益相反が生じる
おそれが無いと判断し、独立役員に指定してお
ります。

宮川 洋 ○

当社は、宮川洋氏が代表取締役社長を務
める㈱イードに対し「情報プラットフォー
ム」サービス等を提供しており、その取引
額は当社グループの連結売上高の0.1％
未満であります。他方、同社は当社に対し
クラウドサービス等を提供しており、その
取引額は同社グループの連結売上高の0.
5%未満であります。そのため、特別の利害
関係を生じさせる重要性はなく、独立性に
影響を及ぼすおそれはないものと判断し
ております。

宮川洋氏は、インターネット黎明期からの長き
にわたるIT業界での豊富な経験とIT情報企業
の経営者として、経営に関する高い見識と監督
能力を有しております。また、左記のとおり一般
株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断
し、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

指名・報酬委員会は2023年2月に設置を決議しました。

指名・報酬委員会は、社外取締役2名と社内取締役1名の3名で構成されており、客観的に論議を進めて、適切な関与・助言を得ることにしておりま
す。社外取締役が委員長を務め、また社外取締役が過半数を占めることで、独立性・客観性を維持しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　当社は、内部統制システムの基本方針を定め、監査役及び内部監査室が取締役及び従業員の職務執行状況を監視し、監査役監査計画並びに
内部監査計画に基づいて監査を実施しております。

　内部監査については、代表取締役社長直属の組織として内部監査室を置き、内部監査規定に基づいて、各部（人事総務部、営業部、情報部）及
び子会社における社内規定の遵守状況、業務遂行状況について監査を実施しております。監査の結果を社長に報告し、要改善状況が検出された
場合には、その改善を求め、改善についてもフォローアップ監査で確認しております。



　監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行
の監査を行い、取締役、従業員及び会計監査人からの報告を収受する等、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。また、会計監査人の
四半期決算及び期末監査に係る監査結果報告会等に内部監査室と出席するとともに、意見交換を実施しております。監査役と内部監査室の連
携については、各部の内部監査終了後に意見交換を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

橋口　純一 他の会社の出身者

篠崎　正巳 弁護士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

橋口　純一 ○ ―――

橋口純一氏は、自動車メーカーの調達部門に
おいて日本、アメリカなどグローバルにご活躍
され、その後大手部品メーカーにおいて長きに
わたり経営に携われるなど、経営者としての豊
富な経験と自動車産業に対する高い知見を有
しております。また、一般株主と利益相反が生
じるおそれが無いと判断されるため、独立役員
に指定しております。

篠崎　正巳 ○

当社は、2018年度において、篠崎正巳氏
に訴訟弁護を依頼しておりましたが、当該
弁護に係る費用については、一般的な弁
護士報酬をベースに報酬額を決定してお
り、独立性に影響を及ぼすおそれはない
と判断しております。

篠崎正巳氏は、弁護士として豊富な経験を通じ
て培われた企業法務に関する高い見識と税理
士としての知見を有しております。また、一般株
主と利益相反が生じるおそれが無いと判断し、
独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項



　独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

　

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　業績連動報酬については、本報告書の「Ⅱ １．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載の通りでありま

す。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　取締役及び監査役の報酬等はそれぞれ総額で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の取締役の報酬は、固定報酬と業績連
動報酬で構成されております。固定報酬については、定時株主総会において決議した報酬総額の範囲内で、役位、在任期間、及び業績等を総合
的に勘案して決定しております。業績連動報酬につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益の１％を基準として、取締役の貢献度、経営計
画に対する達成度等を勘案して算定し、定時株主総会の議案として提案しご承認をいただくこととしております。なお、当該指標を選定した理由
は、業績拡大へのインセンティブになるためであります。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会において、報酬等の決
定方法及び決定された報酬等が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の報酬限度額は、2014年３月27日開催の第13回定時株主総会において年額100,000千円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分の給
与は含まない。）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は４名となります。監査役の報酬限度額は、2014年３月27日開催の
第13回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。

　当社は2023年2月9日開催の取締役会により任意の指名・報酬員会の設置を決議しております。2024年度から当該委員会における審議・提言に
基づき、取締役会で決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　人事総務部は、取締役会の開催に際し、社外監査役に対し、付議議案の事前説明、資料の事前配布を行うよう努めております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】



元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会…取締役７名(社外取締役２名を含む)で構成されております。定例取締役会を毎月１回開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会
を適時開催し、取締役会規則に定める決議事項の審議及び決議、並びに重要な報告を行っております。

監査役会…当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は２名の社外監査役を含む３名で構成されております。監査役は、取締役会やコンプラ
イアンス・リスク統制委員会等の社内の重要な会議に出席するほか、監査役会を毎月１回開催し、監査計画の策定、監査実施状況等の情報共有
等を行っております。また、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。

コンプライアンス・リスク統制委員会…当社は、当社グループの業務遂行を阻害するグループ全体・総括的なリスク管理の報告及び対応の検討を
行うことを目的として、代表取締役社長を委員長とし、監査役、内部監査室長、人事総務部長により構成されるコンプライアンス・リスク統制委員会
を設置しております。委員会は、原則四半期に一度開催され、リスクを積極的に予見することにより、会社に及ぼす影響を最小限に抑えるための
体制整備を推進しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、的確な意思決定と迅速な経営判断を行い、その経営判断がステークホルダーの期待に沿い、信頼を得られるものとなっているか、ガバ
ナンス上で問題がないかを確認・監視する体制を構築・運用することが重要であると考えております。当社は、経営の意思決定機能と取締役の業
務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に、新たに社外取締役を２名選任することによりその機能を強化し、社外監査役２名と常勤監査役に
よる監査が行われることに加えて、内部監査室が内部統制運用状況の確認・改善提案を行うことで、より業務執行の確認・監視が充実し、効果的
に機能すると判断し、当該企業統治体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　決算業務の早期化を図り、株主総会の招集の早期発送に努めてまいります。また、株
主が総会議案の十分な検討期間を確保できるよう、招集通知の発送前開示を行っており
ます。

集中日を回避した株主総会の設定
　より多くの株主の皆様に参加頂けるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう
留意して取り組みます。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
　狭義の招集通知及び株主総会参考書類について英訳し株主の方々にご提供しておりま
す。

その他 　2015年12月期第1四半期より、決算短信(要約)の英文での提供をしております。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　第２四半期決算及び年度決算終了後にアナリスト・機関投資家向け説明会を
開催しております。　

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、適時開示資料、各種説明資料、株主総会資料、有価証券報告書及
び四半期報告書等を当社ホームページのIRサイトに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　人事総務部で対応いたします。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　「マークラインズ行動規範」によって、ステークホルダーに対する当社の倫理基準を定め
ております。

その他 　女性社員の取締役登用（取締役・監査役合計10名中２名）

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社グループの内部統制システムの基本方針は、次のとおりです。

１　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.　コーポレートガバナンス

イ．取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規則に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。

ロ．取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限規程」その他の当社社内規程に従い、当社の業務

　　を執行する。

ハ．代表取締役は、毎月及び必要の都度、職務執行の状況を取締役会に報告する。

ニ．監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び監査法人と連携して「監査役会規則」に則り、取締役の職務執行の

　　適正性について監査を実施する。

b.　コンプライアンス

イ．取締役及び使用人は法令、定款及び就業規則等社内規程に則り行動するものとする。

ロ．取締役及び使用人が遵守するコンプライアンス体制の基礎として、「マークラインズ行動規範」を定める。

ハ．社長を委員長とする社内委員会「コンプライアンス・リスク統制委員会」及びコンプライアンスに係る事項を統括する部署を人事総務部内に設
置

　　するとともに、各業務部署のコンプライアンス責任者の任命、コンプライアンス教育・研修の実施、反社会的勢力との遮断を含む法令遵守マ

　　ニュアルの作成、内部通報制度の整備等を実施する。

ニ．取締役及び使用人は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告

　　するとともに遅滞無くコンプライアンス・リスク統制委員会に報告するものとする。

c.　内部監査

　　社長直属の内部監査室が、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行手続き及び内容の
妥当性につき定期的に監査を実施し、社長に報告する。

d.　財務報告

　　財務報告の信頼性を確保するために、財務に係る業務の仕組みを整備、構築し、業務の改善に努める。

２　取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制

a.　取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか職務の執行に係わる重要な情報が記載された文書（電磁的記録を含む）

　　を、関連資料とともに「情報管理規程」、「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し管理する。

b.　上項に係わる事項は、当該担当取締役が所管し、運用状況の検証及び各規程等の見直しの経過に関し定期的に取締役会に報告する。

３　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a.　リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、市場リスク、情報セキュリティリスク、投資リスク、カントリーリスク、コンプライアンスリスク、

　　信用リスク、為替リスクその他様々なリスクに対処するため、コンプライアンス・リスク統制委員会を人事総務部内に設置し、各業務部署のリス
ク



　　責任者を任命する。

b.　各種管理規則、基準・限度額の設定や報告・監視体制の整備等必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、全社のリスクを総括的かつ

　　個別的に管理する。また、これらの管理体制の有効性を定期的にレビューする。

c.　重大な損失のリスクがある業務執行行為が発見された場合は、発見されたリスクの内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに

　　社内委員会に通報し、損害の拡大を防止し被害を最小限に留めるべく組織的に迅速に対応する。

４　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a.　適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「職務分掌規程」、「職務権限規程」等各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の

　　明確化を図る。

b.　取締役会において、当社及び当社グループ全体の経営方針、重要課題、対処すべき事業等について十分な審議を行い、迅速な決定を行う。

　　また業績報告を通じて経営目標の進捗状況を月次でフォローする。

５　株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

a. 子会社における業務の適正を確保するため、当社グループ全体に適用する行動規範として「マークラインズ行動規範」を定め、各子会社が

　　当該規範に則った企業運営、企業活動を行うよう指導し、徹底を図る。

b.　子会社に関しては「関係会社管理規程」その他の社内規程に従い、所管部署が経営管理及び経営指導を行い、グループ企業全体の経営効率

　　の向上を図るものとする。

c.　コンプライアンス体制の整備につき子会社を指導するとともに子会社に対するコンプライアンス教育・研修を実施し、グループ全体でのコンプラ

　　イアンスの徹底に努める。

d.　子会社の業務活動全般について、定期的な監査を実施する体制を構築する。監査の結果、子会社に損失の危険の発生を把握した場合には、

　　直ちに取締役、監査役その他担当部署に報告する。

６　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性

　　に関する事項

a.　当社は監査役の要請がある場合には、監査役の職務を補助する使用人を選任する。

b.　当該使用人の任免・異動・人事評価に関しては、監査役の同意を必要とするものとする。

c. 当該使用人は当社の就業規則に服するが、監査役補助業務に係る指揮命令権は監査役に属する。

７　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

a.　監査役は監査役会が定める監査計画に従い、取締役会の他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料

　　を閲覧することができる。

b.　当社及びグループ各社の取締役並びにその他の役職者は、定期的に自己の職務執行の状況を監査役に報告する。

c.　取締役は、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに監査役に報告する。

　　　　イ）財務及び事業に重大な影響を及ぼす恐れのある決定等の内容

　　　　ロ）業績及び業績見通しの発表の内容

　　　　ハ）内部通報制度に基づく情報提供の状況

　　　　ニ）行政処分の内容

　　　　ホ）前各号に掲げるものの他、監査役が求める事項

d.　当社及びグループ各社の役員並びに使用人は、監査役に対して次に掲げる事項を直接にまたは上長を通じて報告する。

　　　　イ）当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実

　　　　ロ）重大な法令または定款違反事実

　　　　ハ）企業倫理に抵触する重大な行為

e. 当社及びグループ各社の役員並びに使用人は、監査役に対して報告を行った使用人等を、当該報告を行ったことを理由に不利益に処遇、

　　または取扱ってはならない。

f. 監査役の職務遂行について生ずる費用に関しては、各監査役の請求に基づき当社が負担する。

８　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a.　内部監査室は監査役と、各事業年度における監査計画を協議するとともに定期的に会合を持ち、監査結果及び指摘・提言事項等について

　　協議及び意見交換をするなど密接な情報交換及び連携を図る。

b.　監査役は監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等についての要請を行うことができる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社グループは、「行動規範」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を通じ、全役社員に対し、いかなる形であれ「反社会的勢力への利益供与」
「反社会的勢力とのかかわり」を禁止しております。具体的には、取引開始時の確認及び継続取引先は年１回情報の更新及び確認を行うほか、新
入社員研修や小テストを実施する等、定期的に注意喚起を行っております。所轄警察・弁護士等の外部専門家との連絡窓口は人事総務部、責任
者は人事総務部長とし、問題発生時の具体的対応は「反社会的勢力対応マニュアル」に定めております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし



該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　該当事項はありません。



 

 


